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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（案） 

条例制定に関する条文一覧（2021/11/15時点） 

 

（災害危険区域） 

第三十四条 地方公共団体は、条例で、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区

域内における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する制限で災害防止上必要なものを

定めることができる。 

 

（地方公共団体の条例による制限の付加） 

第三十五条 地方公共団体は、その地方の気候又は風土の特殊性により、この節（第二十六

条第五号及び第六号並びに第二十七条を除く。）又は次節の規定のみによっては畜舎等の

安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、畜舎等の

敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することが

できる。 

 

（敷地等と道路との関係） 

第四十八条 畜舎等の敷地は、道路（建築基準法第四十二条第一項に規定する道路並びに同

条第二項及び第四項の規定により同条第一項の道路とみなされるものをいい、次に掲げ

るものを除く。第五十条及び別表第三の（十六）項を除き、以下同じ。）に二メートル以

上接しなければならない。 

一 自動車のみの交通の用に供する道路 

二 地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の

十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定

められている区域に限る。）内の道路 

２ 前項の規定は、建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第十条の三第四

項各号に掲げる基準に適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛

生上支障がないと認めたものについては、適用しない。 

３ 地方公共団体は、畜舎等について、その規模又は位置の特殊性により、第一項の規定に

よっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、

条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長

さその他その敷地又は畜舎等と道路との関係に関して必要な制限を付加することができ

る。 

 

（その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する畜舎等に対する制限の付加） 

第四十九条 地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるとき

は、その敷地が建築基準法第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路に
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のみ二メートル（前条第三項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が

付加されているものにあっては、当該長さ）以上接する畜舎等について、条例で、その敷

地、構造又は建築設備に関して必要な制限を付加することができる。 

 

（特定用途制限地域） 

第五十二条 特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限は、当該特定用途制限地域

に関する都市計画に即し、次項及び第三項に定める基準に従い、地方公共団体の条例で定

める。 

２ 前項の規定に基づく条例による畜舎等の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都

市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献す

る合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。 

３ 第一項の規定に基づく条例には、法第八条第一項の規定により当該条例の規定の適用

を受けない認定畜舎等について、建築基準法第八十六条の七第一項の規定の例により当

該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 

 

（特定用途制限地域又は都市再生特別地区における畜舎等の敷地、構造又は建築設備に

対する制限） 

第五十三条 特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における畜舎等の敷地、構造又は

建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公

共団体の条例で定める。 

 

（市町村の条例に基づく制限） 

第五十八条 市町村は、地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画（以下「地区計画等」と

いう。）の区域（地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画が定められてい

る区域に限る。）内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当

該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、畜舎等の敷地、構造、建築設備又

は用途に関する制限として定めることができる。 

２ 前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状

況等を考慮し、地区計画又は沿道地区計画の区域にあっては適正な都市機能と健全な都

市環境を確保するため、集落地区計画の区域にあっては当該集落地区計画の区域の特性

にふさわしい適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度にお

いて、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき次項から第十一項までに定める

基準に従い、行うものとする。 

３ 第一項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の五第

一項各号（第二号、第七号（建築物の容積率の最低限度に係る部分に限る。）、第十二号、

第十三号及び第十六号を除く。）に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたもの
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について、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 

４ 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の高さの最低限度に係る制限を定める場合におい

て遮音上の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容と

して定められたその敷地が沿道整備道路（幹線道路の沿道の整備に関する法律第二条第

二号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。）に接する畜舎等に係る

当該畜舎等の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分（沿道整備道路に係る間口

率（建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項第十四号に規定する沿道整備道路に

係る間口率をいう。次項において同じ。）の最低限度を超える部分を除く。）の沿道整備道

路の路面の中心からの高さの最低限度が五メートルとされる制限（同条第一項第七号に

規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制

限）を定めることができる。 

５ 沿道整備道路に係る間口率の算定については、建築基準法施行令第百三十六条の二の

五第四項第三号及び第四号に定めるところによる。 

６ 畜舎等の建蔽率の最高限度の算定に当たっては、同一敷地内に二以上の畜舎等がある

場合においては、畜舎等の建築面積は、当該畜舎等の建築面積の合計とする。 

７ 沿道地区計画の区域内において第一項の規定に基づく条例で建築基準法施行令第百三

十六条の二の五第一項第十四号若しくは第十五号の制限又は第四項に規定する高さの最

低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらを全て定めるものと

する。 

８ 前項の場合においては、当該条例に、畜舎等の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中

心より低い畜舎等について第四項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限

を適用した結果、当該畜舎等の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを

超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定める

ものとする。 

９ 第一項の規定に基づく条例には、法第八条第一項又は第六十一条第一項の規定により

当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、建築基準法第八十六条の七第一

項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとす

る。 

10 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合

においては、当該条例に、建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行によ

る認定畜舎等の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地とし

て使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存

する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に

適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の

敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 

一 建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、



4 

 

当該面積の減少がなくとも認定畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に違反して

いた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使

用するならば当該制限に違反することとなった土地 

二 当該条例で定める畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った認

定畜舎等の敷地及び所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用する

ならば当該制限に適合することとなるに至った土地 

11 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積に関する制限を定める場合においては、

当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に認定畜舎等の敷地として使用され

て いる土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づい

て認定畜舎等の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地につい

て、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定（法第八条第二項

第一号及び第四号の規定に相当する規定を含む。）を定めるものとする。 

 

（都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の畜舎等の敷地及び構造） 

第六十条 建築基準法第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の

意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用

の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、次項及び

第三項に定める基準に従い、条例で、畜舎等の建蔽率、畜舎等の高さその他の畜舎等の構

造に関して必要な制限を定めることができる。 

２ 前項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものにつ

いて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 

一 畜舎等の建蔽率の最高限度 第四十五条の規定による制限より厳しいものでないこ

と。 

二 畜舎等の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回ら

ない数値であること。 

三 畜舎等の各部分の高さの最高限度 第四十六条の規定による制限より厳しいもので

ないこと。 

四 日影による中高層の畜舎等の高さの制限 第四十七条の規定による制限より厳しい

ものでないこと。 

五 畜舎等又はその敷地と道路との関係 第四十八条から第五十条までの規定による制

限より厳しいものでないこと。 

３ 第一項の規定に基づく条例については、第五十八条第九項の規定を準用する。 

４ 景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図

るため必要があると認めるときは、次項及び第六項に定める基準に従い、条例で、畜舎等

の高さ、壁面の位置その他の畜舎等の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることが

できる。 
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５ 前項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の十第一

項各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでな

ければならない。 

６ 第四項の規定に基づく条例については、第五十二条第三項、第五十八条第十項及び第十

一項の規定を準用する。 

 


